
議第７６号  

呉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

呉市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

呉市手数料条例の一部を改正する条例  

呉市手数料条例（平成１２年呉市条例第３号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線及び太枠で示すように改正する。  

改正前 改正後 

別表第６（第２条関係） 別表第６（第２条関係） 

建築関係 建築関係 

 
手数料を徴収する事務 

手数料の額   
手数料を徴収する事務 

手数料の額  

単位 金額 単位 金額 

 １～２７ 略   １～２７ 略  

２８ 法第８５条第５項の規定に基づく仮

設建築物の建築の許可の申請に対する審

査 

１件に

つき 

 

１２０，０００

円 

 

２８ 法第８５条第６項の規定に基づく仮

設建築物の建築の許可の申請に対する審

査 

１件に

つき 

 

１２０，０００

円 

 

２９ 法第８５条第６項の規定に基づく仮

設建築物の建築の許可の申請に対する審

査 

１件に

つき 

 

１６０，０００

円 

 

２９ 法第８５条第７項の規定に基づく仮

設建築物の建築の許可の申請に対する審

査 

１件に

つき 

 

１６０，０００

円 

 

３０～４０ 略 ３０～４０ 略 

４１ 法第８７条の３第５項の規定に基づ

く建築物の用途を変更して一時的に興行

場等として使用する場合における許可の

申請に対する審査 

１件に

つき 

 

 

１２０，０００

円 

 

 

４１ 法第８７条の３第６項の規定に基づ

く建築物の用途を変更して一時的に興行

場等として使用する場合における許可の

申請に対する審査 

１件に

つき 

 

 

１２０，０００

円 

 

 

４２ 法第８７条の３第６項の規定に基づ

く建築物の用途を変更して一時的に特別

１件に

つき 

１６０，０００

円 

４２ 法第８７条の３第７項の規定に基づ

く建築物の用途を変更して一時的に特別

１件に

つき 

１６０，０００

円 



興行場等として使用する場合における許

可の申請に対する審査 

 

 

興行場等として使用する場合における許

可の申請に対する審査 

  

４３ 略 ４３ 略 

４４ 呉市地区計画の区域内における建築

物の制限に関する条例（平成１０年呉市

条例第２９号。次項及び第３８項におい

て「条例」という。）第１１条第１項の

規定に基づく地区計画の区域内における

敷地内に広い空地を有する建築物の容積

率及び高さの制限の特例に係る許可の申

請に対する審査 

１件に

つき 

１６０，０００

円 

４４ 呉市地区計画の区域内における建築

物の制限に関する条例（平成１０年呉市

条例第２９号。次項及び第４６項におい

て「条例」という。）第１１条第１項の

規定に基づく地区計画の区域内における

敷地内に広い空地を有する建築物の容積

率及び高さの制限の特例に係る許可の申

請に対する審査 

１件に

つき 

１６０，０００

円 

４５・４６ 略 ４５・４６ 略 

４７ 租税

特別措置

法（昭和

３２年法

律第２６

号）第２

８条の４

第３項第

６号，第

６３条第

３項第６

号若しく

は第６８

新築住宅

の床面積

の合計 

(1) １００平方メー

トル以下のもの 

 

１件に

つき 

６，２００円 ４７ 租税

特別措置

法（昭和

３２年法

律第２６

号）第２

８条の４

第３項第

６号若し

くは第６

３条第３

項第６号

に規定す

新築住宅

の床面積

の合計 

(1) １００平方メー

トル以下のもの 

１件に

つき 

６，２００円 



条の６９

第３項第

６号に規

定する自

己の計算

等による

住宅の新

築又は同

法第３１

条の２第

２項第１

６号ニ若

しくは第

６２条の

３第４項

第１６号

ニに規定

する中高

層の耐火

共同住宅

の 新 築

（敷地面

積が１，

０００平

方メート

(2) １００平方メー

トルを超え５００

平方メートル以下

のもの 

１件に

つき 

８，６００円 る自己の

計算等に

よる住宅

の新築又

は同法第

３１条の

２第２項

第１５号

ニ若しく

は第６２

条の３第

４項第１

５号ニに

規定する

中高層の

耐火共同

住宅の新

築（敷地

面 積 が

１，００

０平方メ

ートル以

上の住宅

の新築に

限る。）

(2) １００平方メー

トルを超え５００

平方メートル以下

のもの 

１件に

つき 

８，６００円 

(3) ５００平方メー

トルを超え２，０

００平方メートル

以下のもの 

１件に

つき 

１３，０００円 (3) ５００平方メー

トルを超え２，０

００平方メートル

以下のもの 

１件に

つき 

１３，０００円 

(4) ２，０００平方

メートルを超え１

０，０００平方メ

ートル以下のもの 

 

 

１件に

つき 

３７，０００円 (4) ２，０００平方

メートルを超え１

０，０００平方メ

ートル以下のもの 

１件に

つき 

３７，０００円 



ル以上の

住宅の新

築 に 限

る。）が

優良な住

宅の供給

に寄与す

るもので

あること

について

の認定の

申請に対

する審査 

(5) １０，０００平

方メートルを超え

５０，０００平方

メートル以下のも

の 

 

 

 

 

 

１件に

つき 

４５，０００円 が優良な

住宅の供

給に寄与

するもの

であるこ

とについ

ての認定

の申請に

対する審

査 

(5) １０，０００平

方メートルを超え

５０，０００平方

メートル以下のも

の 

１件に

つき 

４５，０００円 

(6) ５０，００平方

メートルを超える

のもの 

１件に

つき 

６０，０００円 (6) ５０，００平方

メートルを超える

のもの 

１件に

つき 

６０，０００円 

４８ 租税

特別措置

法第２８

条の４第

３項第７

号ロ，第

６３条第

３項第７

号ロ若し

くは第６

８条の６

９第３項

新築住宅

の床面積

の合計 

(1) １００平方メー

トル以下のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件に

つき 

６，２００円 ４８ 租税

特別措置

法第２８

条の４第

３項第７

号ロ若し

くは第６

３条第３

項第７号

ロに規定

する自己

の計算等

新築住宅

の床面積

の合計 

(1) １００平方メー

トル以下のもの 

 

１件に

つき 

６，２００円 



第７号ロ

に規定す

る自己の

計算等に

よる住宅

の新築又

は同法第

３１条の

２第２項

第１６号

ニ若しく

は第６２

条の３第

４項第１

６号ニに

規定する

中高層の

耐火共同

住宅の新

築（敷地

面 積 が

１，００

０平方メ

ートル未

(2) １００平方メー

トルを超え５００

平方メートル以下

のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件に

つき 

８，６００円 による住

宅の新築

又は同法

第３１条

の２第２

項第１５

号ニ若し

くは第６

２条の３

第４項第

１５号ニ

に規定す

る中高層

の耐火共

同住宅の

新築（敷

地面積が

１，００

０平方メ

ートル未

満の住宅

の新築に

限る。）

が優良な

(2) １００平方メー

トルを超え５００

平方メートル以下

のもの 

１件に

つき 

８，６００円 

(3) ５００平方メー

トルを超え２，０

００平方メートル

以下のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件に

つき 

１３，０００円 (3) ５００平方メー

トルを超え２，０

００平方メートル

以下のもの 

１件に

つき 

１３，０００円 



満の住宅

の新築に

限る。）

が優良な

住宅の供

給に寄与

するもの

であるこ

とについ

ての認定

の申請に

対する審

査 

(4) ２，０００平方

メートルを超え１

０，０００平方メ

ートル以下のもの 

１件に

つき 

３７，０００円 住宅の供

給に寄与

するもの

であるこ

とについ

ての認定

の申請に

対する審

査 

(4) ２，０００平方

メートルを超え１

０，０００平方メ

ートル以下のもの 

１件に

つき 

３７，０００円 

(5) １０，０００平

方メートルを超え

るもの 

１件に

つき 

４５，０００円 (5) １０，０００平

方メートルを超え

るもの 

１件に

つき 

４５，０００円 

４９ 略 ４９ 略 

 ５０  長期

優良住宅

の普及の

促進に関

する法律

第５条第

１項から

第４項ま

での規定

に基づく

長期優良

住宅建築

(1) 建築物の建て方・用途が

一戸建ての住宅である場合 

建築物

１棟に

つき 

７７，０００円   ５０ 長期

優良住宅

の普及の

促進に関

する法律

第５条第

１項から

第４項ま

での規定

に基づく

長期優良

住宅建築

(1) 建築物の建て方・用途が

一戸建ての住宅である場合 

建築物

１棟に

つき 

７７，０００円  

 （確認書又は評

価書の提出があ

る場合は２０，

０００円） 

  （確認書又は評

価書の提出があ

る場合は２０，

０００円） 

 

 (2) 前号

に掲げ

る場合

以外の

場合 

建築物

の床面

積の合

計 

ア  ５００

平方メー

トル以下

のもの  

建築物

１棟に

つき 

１８３，０００

円 

（確認書又は評

価書の提出があ

る場合は３８，

０００円） 

  (2) 前号

に掲げ

る場合

以外の

場合 

建 築 物

の 床 面

積 の 合

計 

ア  ５００

平方メー

トル以下

のもの  

建築物

１棟に

つき 

１８３，０００    

      円 

（確認書又は評

価書の提出があ

る場合は３８，

０００円） 

 

  



等計画の

うち住宅

の新築以

外に係る

認定の申

請若しく

は当該計

画の変更

の認定の

申請（同

法第８条

第１項の

規定に基

づく当該

申請に限

るものと

し，同法

第９条第

１項及び

第３項の

規定に基

づく当該

申請は除

く。）又

は同法第

イ  ５００

平方メー

トルを超

え１，０

００平方

メートル

以下のも

の  

建築物

１棟に

つき 

２９３，０００

円 

（確認書又は評

価書の提出があ

る場合は６２，

０００円） 

等計画の

うち住宅

の新築以

外に係る

認定の申

請若しく

は当該計

画の変更

の認定の

申請（同

法第８条

第１項の

規定に基

づく当該

申請に限

るものと

し，同法

第９条第

１項及び

第３項の

規定に基

づく当該

申請は除

く。） ,

同法第５

イ  ５００

平方メー

トルを超

え１，０

００平方

メートル

以下のも

の  

建築物

１棟に

つき 

２９３，０００  

      円 

（確認書又は評

価書の提出があ

る場合は６２，

０００円） 

  

ウ  １，０

００平方

メートル

を 超 え

３，００

０平方メ

ートル以

下のもの  

建築物

１棟に

つき 

５７９，０００

円 

（確認書又は評

価書の提出があ

る場合は１ ０

４，０００円） 

ウ  １，０

００平方

メートル

を 超 え

３，００

０平方メ

ートル以

下のもの  

建築物

１棟に

つき 

５７９，０００ 

      円 

（確認書又は評

価書の提出があ

る場合は１ ０

４，０００円） 

  

エ  ３，０

００平方

メートル

を 超 え

５，００

０平方メ

ートル以

下のもの  

 

建築物

１棟に

つき 

１，０３８，０

００円 

（確認書又は評

価書の提出があ

る場合は１ ６

８，０００円） 

エ  ３，０

００平方

メートル

を 超 え

５，００

０平方メ

ートル以

下のもの  

建築物

１棟に

つき 

１， ０３８，０

００円 

（確認書又は評

価書の提出があ

る場合は１ ６

８，０００円） 

  



５条第５

項の規定

に基づく

長期優良

住宅建築

等計画の

認定の申

請若しく

は当該計

画の変更

の認定の

申請に対

する審査 

オ  ５，０

００平方

メートル

を超え１

０，００

０平方メ

ートル以

下のもの  

建築物

１棟に

つき 

１，７８５，０

００円 

（確認書又は評

価書の提出があ

る場合は２ ５

７，０００円） 

条第５項

の規定に

基づく長

期優良住

宅建築等

計画の認

定の申請

若しくは

当該計画

の変更の

認定の申

請又は同

条第６項

若しくは

第７項の

規定に基

づく長期

優良住宅

維持保全

計画の認

定の申請

若しくは

当該計画

の変更の

認定に対

する審査 

オ ５，０

００平方

メートル

を超え１

０，００

０平方メ

ートル以

下のもの 

建築物

１棟に

つき 

１，７８５，０

００円 

（確認書又は評

価書の提出があ

る 場 合 は ２ ５

７，０００円） 

  

カ  １０，

０００平

方メート

ルを超え

２０，０

００平方

メートル

以下のも

の  

建築物

１棟に

つき 

３，３０４，０

００円 

（確認書又は評

価書の提出があ

る場合は４ ３

６，０００円） 

カ  １０，

０００平

方メート

ルを超え

２０，０

００平方

メートル

以下のも

の  

建築物

１棟に

つき 

３，３０４，０

００円 

（確認書又は評

価書の提出があ

る 場 合 は ４ ３

６，０００円） 

  

キ  ２０，

０００平

方メート

ルを超え

３０，０

００平方

メートル

以下のも

建築物

１棟に

つき 

４，７２１，０

００円 

（確認書又は評

価書の提出があ

る場合は５ ５

３，０００円） 

キ  ２０，

０００平

方メート

ルを超え

３０，０

００平方

メートル

以下のも

建築物

１棟に

つき 

４，７２１，０

００円 

（確認書又は評

価書の提出があ

る 場 合 は ５ ５

３，０００円） 

  



の  の  

ク  ３０，

０００平

方メート

ルを超え

るもの 

建築物

１棟に

つき 

５，７８４，０

００円 

（確認書又は評

価書の提出があ

る場合は６ ２

８，０００円） 

ク  ３０，

０００平

方メート

ルを超え

るもの 

建築物

１棟に

つき 

５，７８４，０

００円 

（確認書又は評

価書の提出があ

る場合は６ ２

８，０００円） 

 ５１・５２ 略   ５１・５２ 略  

  ５３ 長期優良住宅の普及の促進に関する

法律第１８条第１項の規定に基づく認定

長期優良住宅の容積率に関する特例の許

可の申請に対する審査 

１件に

つき 

１６０，０００

円 

 ５３ 略   ５４ 略  

備考 

１～４ 略 

備考 

１～４ 略 

付  則  

この条例は，公布の日から施行する。ただし，別表第６第５０項の改正規定は，令和４年１０月１日から施行

する。  

 

 

 

（提案理由）  

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い，所要の規定の整備をするため，この条例案を提

出する。  

 


